
介護老人保健施設 栗の郷 
（介護予防）訪問リハビリテーション 

重要事項説明書 
 

 

１．事業所の概要 

・事業所名：介護老人保健施設 栗の郷 訪問リハビリテーション 

・所在地 ：千葉県四街道市栗山９０６番地１ 

・電話番号：０４３－４２１－６８８１  
・ファックス番号：０４３－４２１－６８８２ 
 

 

２．事業の目的 

この規定は、医療法人社団威風会（以下「法人」という。）が開設する訪問リハビリテー

ションの適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する重要事項を定め、訪問リ

ハビリテーション従事者の理学療法士又は作業療法士（以下「従業者等」という。）が、要

介護状態又は要支援状態にあり、当事業所の医師が訪問リハビリテーションの必要を認め

た高齢者に対し、適切なリハビリテーションを提供することを目的とする。 

 

 

３．運営方針 

① 訪問リハビリテーションの従業者などは、要介護等の心身の特性を踏まえて、全体

的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保及び向上を重視し

た在宅療養ができるように支援する。 

② 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提

供に努めるものとする。 

③ 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となるこ

との予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 

④ 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿

密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

⑤ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、従業者に対し、研修を実施うる等の措置を講じるものとする。 

 

 

４．職員の職種、員数及び職務内容 

訪問リハビリテーションに勤務する職員の職種及び職務内容は次のとおりとする。 

・管理者：藤平 威夫 

・医師：１名（兼務） 



・理学療法士：１名以上  ・作業療法士：０名  ・言語聴覚士：０名 

【職務内容】 
訪問リハビリテーション計画書及び訪問リハビリテーション報告書を作成し、訪問リハ

ビリテーションの提供に当たる。 

 

 

５．サービス内容 

① 基本動作訓練 
② 日常生活動作訓練 
③ 関節可動域訓練 
④ 筋力増強訓練 
⑤ 疼痛治療・管理 
⑥ 末梢循環の改善 
⑦ 家庭内訓練・体操指導 
⑧ 福祉用具利用の助言 
⑨ 家屋改造の助言 
⑩ 精神面のサポート 
⑪ そのほか、医師が必要と判断した訓練 

 

 

６．営業日及び営業時間 
【営業日】 
月曜日から土曜日までとする。 
【休日】 
国民の祝日・年末年始（12/30～1/3） 
ただし、利用者が希望し、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。 
【営業時間】 
午前 8時 30分から午後 5時 30分までとする。 
ただし、利用者が希望し、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。 

 

 

７．通常の事業の実施区域 
 訪問リハビリテーションにおける通常の事業の実施区域は、四街道市、千葉市若葉区（若

松町、若松台、千城台北、千城台南、千城台東、千城台西、小倉台、小倉町）稲毛区（小

深町、山王町）佐倉市（畔田、飯重、石川、印南、王子台、大崎台、大篠塚、太田、生谷、

表町、鏑木町、上志津原、小篠塚、山王、下志津、下志津原、城内町、染井野、寺崎、中

志津、西志津、羽鳥、馬渡、宮小路町、六崎、吉見）の区域とする。 
・ただし、利用者が希望し、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。 



 
 

８．要望及び苦情等の対応 

① 事業所は、別紙に定める苦情処理に関する相談窓口、処理体制、手順等により、利

用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する。 
② 事業所は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容の記録を行うものとする。 
③ 事業所は、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しく

は提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、利用者の苦情に関し

て市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行うものとする。 
④ 事業所は、市町村からの求めが合った場合は、前項の改善内容を市町村に報告を行

うものとする。 
⑤ 事業所は、提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に関して国民

健康保険団体連合会が行う法第 176条第 1 項第 2 号の規定による調査に協力すると

ともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 
 

 

９．衛生管理 

① 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行なうとともに、事業所の設備

及び義品等の衛生的な管理に努めるものとする。 
② 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲

げる措置を講じるものとする。 
（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を概ね６月に１回

以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 
（２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 
（３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施する。 
 

 

１０．虐待防止に関する事項 

① 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置

を講ずるものとする。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図る。 
（２） 虐待防止のための指針の整備。 



（３） 虐待を防止するための定期的な研修の実施。 
（４） 担当者を含む委員会の設置、開催を行い指針の整備、研修の実施を行うものとする。 
② 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の）家族等高齢者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に、これを市町村に通報する。 

 

 

１１．業務継続計画の策定等 

① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリテ

ーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。 

② 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施する。 

③ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

 

１２．ハラスメント対策 

当事業所の従業者が個人として尊重され、快適なもとで業務が遂行されるよう、ハラス

メントに対する適切な予防及び設置を行うことを目的とする。 

① （担当者を含む）審議委員会の設置、開催を行い指針の整備、研修の実施を行うもの

とする。 
② 事業所は、適切な職場における性的（セクシャルハラスメント）威圧的（パワーハラ

スメント）な言動又は、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたもの（カスタマーハラスメント）により従業者の従業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。 
 

 
 
 
 



約款の要約 
 
 
□ 利用料金について 
 
・（介護予防）訪問リハビリテーションサービス利用単位 

 訪問リハビリテーション費 
介護予防 

訪問リハビリテーション費 

２０分間＝１回 ３０８単位 ２９８単位 

４０分間＝２回 ６１６単位 ５９６単位 

６０分間＝３回 ９２４単位 ８９４単位 

 
 
・（介護予防）訪問リハサービス提供体制強化加算（Ⅰ） ⇒ ６単位／回 

   勤続７年以上が一人配置している場合。 
 
 
・（介護予防）訪問リハ短期集中リハビリテーション実施加算 
退院・退所・認定日から起算して３ヶ月以内 ⇒ ２００単位／日 
※ 退院・退所日または認定日から３ヶ月以内に週２回で１日２０分以上のサービス

提 
供を実施した場合に限り、週１２回（２４０分）まで利用可能。 

 

 

・移行支援加算 ⇒ １７単位／日 

利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合。 
※ 要介護認定者に限る。 

 
 
・退院時共同指導加算：６００単位／回 
入院中の者が退院するにあたり、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導

を行った後に、初回の訪問リハビリテーションを行った場合 
 
 
ご利用者様の自己負担分は、上記の合計単位に単価を掛けた負担割合証に記載された

割合となります。 



※ 四街道市における訪問リハビリテーションの１単位あたりの単価は 10.55円です。 

※ １週間の利用は６回までとなっています。 
 
□ キャンセル料 
キャンセル料： 一律 １０００円（交通費として） 
 以下の時間までにキャンセルの連絡が無かった場合、キャンセル料が発生します。 
  ご利用時間が午前の場合 ⇒ 当日の８時３０分まで 
  ご利用時間が午後の場合 ⇒ 当日の１時まで 

 
 
□ 利用料金の徴収について 

当施設は、前月料金の合計額の請求書および明細書を発行し、利用者及び扶養者は、

連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の１５日までに支払うものとします。

尚、支払いの方法はサービス利用時の集金、または事務所にてお支払いとなります。 
 
 
□ 診療情報提供書について 

訪問リハビリテーションを利用するにあたり、初回利用前にかかりつけの医師（主治医）

によります『診療情報提供書』が必要になります。尚、継続して利用するためには、心

身状況に変化が生じた場合等は同書類が必要になります。 
※ 診療情報提供料等の費用は利用者負担となります。 

 
 
□ 診療について 

当施設の医師が、訪問リハビリテーションの実施にあたり、当該事業所の理学療法士、

作業療法士に対し、利用者に対する詳細な指示を行なうため往診を行ないます。尚、継

続して訪問リハビリテーションを利用するためには往診が３ヶ月毎必要となります。 
※ 往診の費用負担はかかりません。 

 
 
□ 当施設との契約について 
別紙のとおり、『（介護予防）訪問リハビリテーション契約書』および『介護老人保健

施設栗の郷（介護予防）訪問リハビリテーション利用同意書・個人情報使用同意書』

に必要事項をご記入の上、捺印してください。 
※ 個人情報が関係者以外にもれることの無いように細心の注意を払います。 

 
 
□ 定期訪問について 



専門スタッフ（理学療法士又は作業療法士）が訪問させていただきます。 
１日あたりの訪問時間は２０分を１回として４０分（２回）、６０分（３回）と利用で

きます。 
□ 訪問時間の変更について 
仕事内容や交通状況により、訪問予定時間から大幅に時間がずれそうな場合に関し 
ては、担当スタッフから直接電話連絡を差し上げますので、ご了承ください。 
 
 

□ 連絡先について 
【訪問日程の変更や生活上の相談など】 
 栗の郷（TEL：０４３-４２１-６８８１） リハビリテーション課 稲垣 邦一 
【担当スタッフへの要望および苦情など】 
 栗の郷（TEL：０４３-４２１-６８８１） リハビリテーション課 稲垣 邦一 
又は、ご担当のケアマネージャーにご連絡ください。 
 
 

□ 営業日及び営業時間について 
【営業日】 
 月曜日から土曜日までとする。 
【休日】 
 国民の祝日・年末年始（12/30～1/3） 
 ただし、利用者が希望し、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。 
【営業時間】 
 午前 8時 30分から午後 5時 30分までとする。 
 ただし、利用者が希望し、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。 
 
 
 
 



介護老人保健施設栗の郷（介護予防）訪問リハビリテーション利用約款 
 
 
＜約款の目的＞ 
介護老人保健施設栗の郷（以下｢当施設｣という）は、要支援又は要介護状態と認定された

利用者（以下単に｢利用者｣という）に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が

可能な限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、

訪問リハビリテーションを提供し、一方、利用者及び利用者を扶養するもの（以下｢扶養者｣

という）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決める

ことを、本約款の目的とします。 
 
＜適用期間＞ 
第１条 １ 本約款は、利用者が訪問リハビリテーション利用同意書を当施設に提出した

ときから、効力を有します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を

得ることとします。 
２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１の改定が行われない限り、

初回利用時の同意書提出を持って、繰り返し当施設の訪問リハビリテーションを

利用することができるものとします。 
 
＜利用者からの解除＞ 
第２条  利用者及び扶養者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、

利用者の居宅サービス計画に関わらず、本約款に基づく訪問リハビリテーション

利用を解除･終了することができます。尚、この場合利用者及び扶養者は、速やか

に当施設および利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 
     但し、利用者が正当な理由なく、訪問リハビリテーション実施時間中に利用中

止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用

を当施設にお支払いいただきます。 
 
＜当施設からの解除＞ 
第３条  当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく訪

問リハビリテーションサービスの利用を解除･終了することができます。 
①利用者が要介護認定において自立と認定された場合。 
②利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合。 
③利用者の病状、心身状態などが著しく悪化し、適切な訪問リハビリテーション

の提供を超えると判断された場合。または、入院などで２ヶ月以上に渡って 
サービスの利用ができない状態にある場合。 

④利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を３ヶ月以上滞納し、その支払

いを督促したにもかかわらず、１４日間以内に支払わない場合。 



    ⑤利用者又は扶養者が、当施設、当施設の職員に対して、利用継続が困難となる

程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。 
    ⑥天災、災害、施設･設備の故障、その他やむを得ない利用により、当施設を利用

することができない場合。 
 
＜利用料金＞ 
第４条 １ 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく訪問リハビ

リテーションサービスの対価として、別紙 1 の利用単位ごとの料金をもとに計算

された月ごとの合計額を支払う義務があります。 
２ 当施設は、前月料金の合計額の請求書および明細書を発行し、利用者及び扶

養者は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の２０日までに支払うも

のとします。尚、支払いの方法は別途話し合い上、双方が合意した方法によりま

す。 
３ 当施設は、利用者又は扶養者から、1 項に定める利用料金の支払いを受けた時

に、領収書を発行します。 
４ 訪問リハビリテーションを利用するにあたり、初回利用前にかかりつけの医

師（主治医）によります診療情報提供書が必要になります。受診の際に医療機関

へ依頼して下さい。尚、継続して利用するためには、心身状況に変化が生じた場

合等は同書類が必要になります。医療機関より請求を受けた診療情報提供料、切

手代（実費）等の費用は利用者負担となります。 
５ 当施設は、実施指定範囲内における交通費は請求しませんが、実施指定範囲

外での場合には、別途交通費がかかります。 
 
＜記録＞ 
第５条 １ 当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、そ

の記録を利用終了後２年間は保管します。 
２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、

これに応じます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含みます）に対し

ては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 
 
＜秘密の保持＞ 
第６条 １ 当施設とその職員は、業務上知りえた利用者又は扶養者若しくはその家族等

に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号につい

ての情報提供については、当施設は、利用者及び扶養者から、予め同意を得たう

えで行うこととします。 
    ①介護保険サービスの利用のための市区町村、居宅介護支援事業者その他の介護

保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等へ

の療養情報の提供。 



    ②介護保険サービスの質の向上のために学会、研究会などでの事例研究発表など。

その際、利用者個人を特定できないように仮名などを使用することを厳守しま

す。 
２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとなります。 

 
＜緊急時の対応＞  
第７条 １ 当施設は、利用者に対し、医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 
２ 前項の他、訪問リハビリテーション利用中に、利用者の心身の状態が急変し

た場合、当施設は、利用者の及び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。 
 

＜要望又は苦情等の申出＞ 
第８条  利用者及び扶養者は、当施設の提供する訪問リハビリテーションに対しての要

望及び苦情などについて、苦情受付窓口担当者に申し出ることができます。また、

各市区町村の役所においても苦情を受付することができます。 
 
＜事故発生時の対応＞ 
第９条  介護保健施設のサービス提供に伴い、事故が発生した場合は速やかに市区町村、

扶養者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
 
＜賠償責任＞ 
第１０条１ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及  

び扶養者は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 
２ 当施設は利用者に対する介護保健施設サービスにより、当施設の責に帰すべ

き事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害

を賠償するものとします。 
 
＜利用契約に定めのない事項＞ 
第１１条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるとこ

ろにより、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとしま

す。 



＜別紙１＞ 
（介護予防）訪問リハビリテーションについて 

 
 
１．介護保険被保険者証の確認 
  ご利用のお申し込みにあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 
 
２．訪問リハビリテーションについての概要 
  訪問リハビリテーションについては、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続

させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、在宅での理学療法、作業療法

その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持、回復を図るため

提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療

法士、作業療法士その他専ら訪問リハビリテーションの提供にあたる従事者の協議によ

って、訪問リハビリテーション計画が作成されますので、その際、利用者・扶養者（ご

家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようにな

ります。 
 
３．利用単位及び料金 
＜１＞基本単位 
 ・（介護予防）訪問リハビリテーションサービス利用単位 

訪問リハビリテーション費      ⇒ ３０８単位／回 （２０分間＝１回） 
介護予防訪問リハビリテーション費  ⇒ ２９８単位／回 （２０分間＝１回） 

 
・（介護予防）訪問リハサービス提供体制強化加算（Ⅰ） ⇒ ６単位／回 

  勤続７年以上が一人配置している場合。 
 
・（介護予防）訪問リハ短期集中リハビリテーション実施加算 
退院・退所・認定日から起算して３ヶ月以内 ⇒ ２００単位／日 
※ 退院・退所日または認定日から３ヶ月以内に週２回で１日２０分以上のサービス

提供を実施した場合に限り、週１２回（２４０分）まで利用可能。 
 

・移行支援加算 ⇒ １７単位／日 
利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合。 
※ 要介護認定者に限る。 

 

・退院時共同指導加算：６００単位／回 
入院中の者が退院するにあたり、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導

を行った後に、初回の訪問リハビリテーションを行った場合 
 

  ご利用者様の自己負担分は、上記の合計単位に単価を掛けた負担割合証に記載された



割合となります。 
※ 四街道市における訪問リハビリテーションの１単位あたりの単価は 10.55円です。    
※ １週間の利用は６回までとなっています。 

 
＜２＞その他 
 キャンセル料 
  体調不良や都合によりキャンセルされる場合は、以下の時間までにご連絡ください。 
   ご利用時間が午前の場合、当日の午前８時３０分までにご連絡ください。 
   ご利用時間が午後の場合、当日の午後１時までにご連絡ください。 
 
＊ 上記の時間を過ぎた場合は、キャンセル料（交通費として）一律１０００円をいた

だくこととなります。 
 
 交通費 
  実施指定範囲外での場合には、別途交通費がかかります。 
  ＊ 片道・１㎞ １００円をいただくこととなります。 
 
 通常の実施区域 

四街道市 
千葉市若葉区（若松町、若松台、千城台北、千城台南、千城台東、千城台西、小倉台、

小倉町） 
千葉市稲毛区（小深町、山王町） 
佐倉市（畔田、飯重、石川印南、王子台、大崎台、大篠塚、太田、生谷、表町、鏑木

町、上志津原、小篠塚、山王、下志津、下志津原、城内町、染井野、寺崎、中志津、

西志津、羽鳥、馬渡、宮小路町、六崎、吉見） 
上記区域となります。 
ただし、ご利用者が希望し、管理者が必要と認めた場合は、この限りではありません。 

 
 

附則              
（平成３０年４月１日から施行） 
（平成３１年４月１日から施行） 
（令和元年１０月１日から施行） 
（令和２年４月１日から施行） 
（令和３年４月１日から施行） 
（令和６年６月１日から施行） 
（令和７年６月１日から施行） 

 
 



個人情報使用についてのお知らせ 

 
 
訪問リハビリテーション栗の郷では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する為、お預かり

している個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 
・介護保険事務 
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 
 －入退所等の管理 
 －会計・経理 
 －事故等の報告 
 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 
 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 
 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
 －検体検査業務の委託その他の業務委託 
 －家族等への心身の状況説明 
・介護保険事務のうち 
 －保険事務の委託 
 －審査支払機関へのレセプトの提出 
 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 
【上記以外の利用目的】 
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 
 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
 －当施設において行われる学生の実習への協力 
 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 
・当施設の管理運営業務のうち 
 －外部監査機関への情報提供 

 
 
 



附則             
（平成 30年 4月 1 日 改訂） 
（平成 31年 4月 1 日 改訂） 
（令和 3年 4月 1 日 改訂） 
（令和 7年 6月 1 日 改訂） 

 


